
　

警察や自治体等に通報・連絡する
・負傷者の人数や程度を把握する。

・救急隊到着までの間、安全な場所に移し

応急手当をする。

児童生徒の安全を確保する
・速やかに安全な場所（例えば体育館等）

に避難誘導する。

病院へ搬送
・担任又は他の教職員が同行

・児童生徒の状況について対応責任者に報告

・保護者への状況説明（保護者が病院に来られない場合は症状や

医師の診断結果等を説明）

救急搬送を要請する（１１９番通報）
・負傷者の人数や程度を把握する。

・救急隊到着までの間、安全な場所に移し応急手当をする。

・必要に応じ学校医の指示を仰ぐ。

学校医 こんだこども医院

TEL 043-291-1991

救急搬送が必要か？

負傷した児童生徒はいるか？

野生動物の出没への対応
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○野生動物による児童生徒への被害（怪我等の人身被害や病原体の侵入）を防ぐ。

○野生動物の校内への侵入を防止するため、学校環境の整備に努める。

対応方針

□ 学校環境の整備 □ 警察や自治体との連携体制の構築 □ 避難場所及び避難経路の確保・確認
□ 野生動物の特性の理解 □ 近隣に存在する野生動物の把握

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

野生動物の侵入（または目撃）

危機等

対策本部

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有
□ 継続的な心のケア □ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

いる

いない

必要

不要

危機等発生！

負傷の有無の確認後の対応
・負傷した児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・保護者への連絡（学年主任、学級担任） ・児童生徒の引渡し（学年主任、学級担任）

・児童生徒の心のケア（ＳＣ等の要請）（学級担任、教育相談主任）

・情報収集、記録作成（学級担任、養護教諭） ・教育委員会への報告（校長、教頭）

・保護者への説明（説明会等の対応）（校長、教頭） ・報道対応（校長、教頭）


